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10月教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    令和６年 10月 24日（木）13時 15分から 14時 15分 

２ 場 所    豊後高田市役所真玉庁舎教育委員会室 

３ 出席委員 

教育長     河野 潔 

職務代理者   護城 和代 

委員      大嶽由美子 

委員      松成 康男 

委員     桑原 猛 

４ 事務局 

   教育総務課長  植田 克己 

   文化財室長   河野 典之 

   学校教育課長  河野 政文 

５ 書 記 

総務管財係長  岩田 隆宏 

６ 議 題 

 １ 教育委員会事務局 10月執行経過報告及び 11月行事予定について 

 ２ 議題 

（１）令和６年決算審査特別委員会について 

（２）いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について 

（３）令和７年度教職員定期異動方針について 

（４）県新人大会の結果について 

 

その他 

 

開会あいさつ   教育長から開会あいさつ 

議事進行     護城職務代理者 

 

 （護城職務代理者） 

  それでは、只今から、令和６年第 10 回定例教育委員会を開会いたします。 

会議次第に沿って進行します。 
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〇教育委員会事務局 10月経過報告について（資料１～２ページ） 

教育長から 10月執行経過報告について、資料にもとづき説明。 

・10月 ６日～ 各学校・園の運動会・体育大会 

        ※６日、12日、13日、17日、18日、20日 

・10月 11日  官報告示（六郷山国史跡指定） 

・10月 20日  兄弟都市提携記念行事（～21日） 

・10月 24日  第 7回定例校長・園長・学校支援センター所長会 

・10月 27日  豊後高田よっちょくれ祭り 

・10月 28日～ 中津教育事務所・市教育委員会学校訪問 

        ※28 日、31日 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇教育委員会事務局 11月行事予定について（資料３ページ） 

教育長から事務局 11月行事予定について、資料にもとづき説明。 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇令和６年決算審査特別委員会について          （資料４ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について 

（資料５ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

（護城職務代理者） 

この案件の場合、加害児童や生徒の保護者も交えて対応する内容になるの

ですか？ 

 

 （学校教育課長） 

しっかりと調査をして、まず事実確認を行います。 
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国の改訂されたガイドラインにもありましたとおり、事実関係が曖昧になる

と保護者との間でトラブルに発展するなどもありますので、必ず事実確認を行

ったうえで、保護者も交えての対応とするかどうかを決めていくというような

流れになります。 

 

 （教育長） 

重大事態とは何かと言うことが分かりにくいとは思いますが、最悪のケース

と言えるいじめによる自殺の場合は、どこであろうと、どんなことであろうと

も、保護者の訴えがあれば、重大事態と言うことになります。 

そして、保護者のまたは本人の訴えが適切であると学校や教育委員会が認め

た場合は、基本調査を行うことになるのですが、これは学校で行う場合もあり

ますし、学校が担えない場合は教育委員会で調査を進める場合もあるなど、ケ

ースバイケースでの対応となっています。 

その中で、いじめの重大事態であるなれば、第三者調査委員会に繋ぎ、第三

者による調査が行われていきます。その時には、事前の基本調査を基に、必要

に応じて新たな聞き取り調査なども行われますし、その際に、関係する保護者

や関係者にも聞き取りが行われ、専門的な見地の中で、調査が進んでいくこと

になります。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

○令和７年度教職員定期異動方針について        （資料６ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

○県新人大会の結果について            （資料７～８ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

（護城職務代理者） 

陸上競技のことになりますが、昨年は男子が優勝し、今年は女子の可能性が

高く盛り上がっていると聞いていますので、とても楽しみです。 

 

（松成委員） バスケの試合結果、三回戦で２対 130とありますが、このよう 
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に差が出るほど実力に違いがあったのでしょうか？ 

 

 （学校教育課長） 

本市からの出場校も強いレベルにあると聞いていましたが、相手はさらにそ

の上をいく強さであったようです。 

相手校は、決勝でも 90点以上の差をつけて優勝を決めているようですので、

県内では圧倒的な強さを誇っているようです。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

 （護城職務代理者：議事進行） 

  議事等が全て終了しました。 

その他について、事務局から説明をお願いします。 

  ・運動会・体育大会のまとめについて（学校教育課長） 

  ・高田高校への昼食の提供について（教育総務課長） 

 

○その他 次回の開催について 

 次回は 11月 26日 火曜日の 13時 15分からに決定。 

 

以上閉会。 

 


